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【実施要綱６（１）①、６（２）①及び６（３）について】 

問 10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについ

て、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能と

いうことか。 

（答） 

貴見のとおり。 

 

問 11 「介護従事者」の対象範囲如何。 

（答） 

対象は介護現場で働く幅広い職種（※）を指す。 

※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員（看護師、准看護師、柔道整

復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等）、精神保健福祉士、介

護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管

理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。 

 

問 12－１ 地域包括支援センターは本補助金の対象になるか。 

（答） 

当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、

補助金の対象となる。 

 

問 12－２ 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメント

を指定居宅介護支援事業所に委託している場合、補助金の申請者はどうなる

のか。 

（答） 

 指定介護予防支援事業者としての指定を受けている地域包括支援センターが

申請する。計画書に記入する総報酬には、原案作成委託料として控除されている

分も含めて記入する。 

 なお、地域包括支援センターが原案作成委託料支払業務を国保連に委託して

いる場合、国保連から地域包括支援センターに対し、各指定居宅介護支援事業所

に支払われている帳票が送付されているため、原案作成委託料の確認に当たっ

ては参考にされたい。 
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